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田上町立地適正化計画 Ｑ＆Ａ 

 

１ 立地適正化計画 

 

Ｑ1： 立地適正化計画は、どのような計画ですか？ 

Ａ1： 立地適正化計画は、都市再生特別措置法に基づき、公共交通の結節点（駅やバ

ス停など）の徒歩圏に「居住誘導区域（居住を誘導するエリア）」、「都市機能誘

導区域（都市機能を誘導するエリア）」、「誘導施設（誘導する都市機能施設）」を

定め、居住や商業、医療などの都市機能を誘導するものです。 

    また、将来の人口減尐・尐子高齢化を見据えた持続可能なまちづくりを行って

いくものであり、長い時間をかけてゆっくり緩やかに都市施設や住宅等の誘導を

行っていくものです。また、これに公共交通によるアクセスを加えた「コンパク

トシティ・プラス・ネットワーク」の方針の下、将来、いつまでも田上町で生活

し続けられるように、行政負担の尐ないコンパクトなまちづくりを進める計画で

す。 

 

Ｑ2： なぜ立地適正化計画を策定するのですか？ 

Ａ2： 当町では人口減尐と高齢化は着実に進行しており、2035年には、人口約９千

人（2015年から約３千人減尐）、高齢者比率が約 43%（2015年から約 10％

上昇）になると想定されています。また、これら人口構造の変化に伴い、税収が

減るなど、町の財政状況も一層厳しくなっていきます。これらを踏まえ、長期的

な時間軸で将来を見据えたまちづくりを考える必要があるため立地適正化計画

の策定に取り組んでいます。 

 

Ｑ3： 立地適正化計画を策定するとメリットはあるのですか？ 

Ａ3： 都市のコンパクト化や適正な公共交通ネットワークの構築により、住民の方の

生活利便性の維持、向上、サービス産業の生産性向上による地域経済の活性化、

行政サービスの効率化による行政コストの削減などを行うことができます。 

 

Ｑ4： 立地適正化計画が策定されることでデメリットはありますか？ 

Ａ4： 立地適正化計画が策定・公表されますと、以下の行為を行おうとする場合には、

その行為に着手する３０日前までに、町へ届出が必要となります。 

・３戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為 

・１戸または２戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が 1,000㎡以上の

もの 
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・３戸以上の住宅を新築する場合 

・建築物を改築し、または新築の用途を変更して３戸以上の住宅とする場合 

   ・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 

・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 

・誘導施設を改築し誘導施設を有する建築物とする場合 

・建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合 

・都市機能誘導区域内で誘導施設を休止し、または廃止しようとする場合 

 

２ 居住誘導区域 

 

Ｑ5： 居住誘導区域とはどのような区域ですか。 

Ａ5： 人口減尐社会であっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することで、生

活サービスと地域コミュニティが持続的に確保されるように、居住を誘導しよう

とする区域です。 

 

Ｑ6： なぜ、居住誘導区域が必要なのですか？ 

Ａ6： 商店や医療、交通などの多くのサービスは、利用者がいなければ成り立ちませ

ん。このため、人口減尐が進む中でも生活関連サービス施設やコミュニティが維

持できるように、一定のエリアにおいて人口密度を維持していく必要があるから

です。 

 

Ｑ7： 居住誘導区域に、全ての町民を誘導するのですか？ 

Ａ7： 農業従事者が農村部に居住することは当然のことであり、全ての町民を強制的

に居住誘導区域に集約するものではありません。 

しかし、今後、転入者等の住む場所として、町も施策を打ち出し、ゆっくり緩

やかに居住誘導区域内へ誘導し、人口密度の維持を図っていきます。 

 

Ｑ8： 居住誘導区域に移住することで、住民にメリットはあるのですか？ 

Ａ8： 移住者が住み続けられるよう、個人が住宅を建築、購入する際の支援を検討し

ています。また、一定条件を満たした方に対する固定資産税の減免措置を検討し

ています。この他、区域内での空き家や空き地の活用に対する支援も検討してい

ます。 

 

Ｑ9： 田上駅周辺や羽生田駅裏も居住誘導区域指定はできないのですか？ 

Ａ9： 田上駅周辺及び羽生田駅裏は、用途地域の指定が現在ないことから、現状では

居住誘導区域には定めません。しかし、当該地区は、町内でも生活利便性の高い
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地区の一つでもあることから、「保留区域」に位置付け、将来的には、居住環境

の整備を行い、用途地域指定後、居住誘導区域に定めるという段階的な整備を考

えています。 

 

Ｑ10： 居住誘導区域外のところはどうなるのですか？ 

Ａ10： 人口が減尐しても、その地域に暮らす住民（居住誘導区域外も含む）がいる限

り、道路や水路等のインフラや、下水や水道等のライフラインの維持等、町が行

っているサービスは、行政の責務として継続して行われます。 

    しかしながら、人口は減尐します。仮に、50年先、もしも人口が半分になっ

ていると、単純に税収は半分になります。税収は半分でも維持するインフラやラ

イフラインは今と同じ規模ということになれば、行政サービスの低下のおそれは

十分に予想されます。 

     50年先、そのまた先の話ではありますが、将来に渡って田上町に住み続ける

子どもたちのために、町民・行政が一体となって知恵を絞り、新たなまちづくり

へ歩みを進めて行くことが求められています。 

また、居住誘導区域を設定することで、町全体の暮らしを守っていけるのでは

ないかと考えています。商店や医療は民間のサービスなので利用者が尐なくなれ

ば撤退する可能性があります。そのような事態にならないよう商店や医療の周り

に人口を維持・誘導するエリアを設定することで町全体の暮らしを守っていく、

このような視点から交通の便のよいところに区域を設定しています。 

     つきましては、町としても居住誘導区域外から都市機能誘導区域へのアクセス

（公共交通）を強化し、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」へのまち

づくりを展開していきます。 

 

※ 居住誘導区域外の今後の土地利用方針は、下記のとおりです。 

エリア 産業用地（産業拠点） 市街地内住宅地 集落地・自然地 

方 針 

 
・既存工業団地である本

田上工業団地、中轌工

業団地、川船河工業団

地は、将来とも町の活

力となる産業を支援す

る拠点として、利便増

進を図ります。 

 
・既に市街化している用

途地域内の住宅地は、

安全・快適な居住環境

を今後とも継続するた

め、必要な都市基盤の

整備や維持保全を図り

ます。 

 
・山林、農用地、河川空

間など、地域が有する

自然環境は引き続き保

全します。また、既存

の集落地については、

居住者のための生活環

境の維持保全を図りま

す。 

 

Ｑ11： 居住誘導区域外の資産価値が下がるのではないですか？ 

Ａ11： 居住誘導区域を設定することにより、丌動産価値に影響がないとは言い切れま
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せんが、地域が連携した公共交通は充実したコンパクトなまちの形成により、

町全体の居住価値というものについては高まると考えています。 

 

３ 都市機能誘導区域 

 

Ｑ12： 都市機能誘導区域とはどのような区域ですか。 

Ａ12： 原則として居住誘導区域内の都市の中心部などに行政・商業・医療機能などの

誘導したい都市機能施設を明示することで、生活サービス施設の誘導を行い、

サービスの効率的な提供を図る区域です。 

 

Ｑ13： なぜ、都市機能誘導区域が必要なのですか？ 

Ａ13： 各地域にお住まいになっている方が、それぞれ効率よく生活関連サービスを享

受できるように、集まりやすい区域に生活関連サービス施設を維持していく必

要があるからです。 

 

Ｑ14： 都市機能誘導区域には、本当に店舗や医療施設が来るのですか？何か手法はあ

るのですか？ 

Ａ14： 集落部からの公共交通の整備や居住を積極的に誘導するなど、羽生田駅周辺に

人が集まりやすくして、サービス施設が持続的に経営できる環境を整えます。 

   また、民間事業者による誘導施設の立地を誘導するため、立地に必要な費用の

補助等、適切な支援について検討しています。 

 

４ 誘導施設 

 

Ｑ15： 誘導施設とはどのような施設ですか？ 

Ａ15： 医療、社会福祉、教育、文化、商業、行政等の居住者の共同の福祉や利便性の

向上に資する施設です。 

   当町では、下記の施設を定めています。 

 

    【誘導施設】 

     診療所（内科・小児科）・サービス付き高齢者向け住宅・田上町コミュニティデ

イホーム・健康増進施設・フィットネスクラブ・幼稚園、保育所等・子育て支

援センター・中学校・町体育館・田上町地域学習センター・スーパーマーケッ

ト等・銀行、信用金庫等、町役場 
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５ 届出制度 

 

Ｑ16： この届出制度の目的は何ですか。 

Ａ16： 町が開発や建築の動向を把握するとともに、届出者や事業者の方々に対して施

策などの情報を提供し、今後のまちづくりの取り組みに生かすことを目的とし

ています。 

 

Ｑ17： どのような場合が届出の対象となるのですか。 

Ａ17：【居住誘導区域】 

      居住誘導区域外において、一定規模以上の開発及び建築行為を行おうとする場

合には、法律により町への届出が義務付けられています。 

     【都市機能誘導区域】 

      都市機能誘導区域外において、誘導施設を含む開発及び建築行為を行おうとす

る場合には、法律により町への届出が義務付けられています。 

 

※ 具体的な届出対象は、Ａ４の回答のとおりです。 

 

Ｑ18： 届出対象区域と対象外の区域の両方を含めた敷地の場合、届出は必要ですか。 

Ａ18： 届出の対象となる敷地が誘導区域の内外に渡る場合、一部でも誘導区域内にあ

る場合については、届出は丌要です。 

 

Ｑ19： 一部に誘導施設を含む複合施設の場合、届出は必要ですか。 

Ａ19： 届出の対象となります。 

 

Ｑ20： 都市機能誘導区域外には、医療や商業施設は立地できなくなりますか？ 

Ａ20： 都市機能誘導区域を設定することにより、都市機能誘導区域外への誘導施設を 

立地する場合は、届出の対象となりますが、規制が生じるものではありません。 

 

Ｑ21： 届出義務は、いつから発生しますか？ 

Ａ21：「田上町立地適正化計画」が公表される、2019年６月から届出が必要となり

ます。 

 

Ｑ22： 届出をしなかった場合、罰則はありますか？ 

Ａ22： 届出をしない、又は虚偽の届出をして届出対象行為を行った場合は、都市再生

特別措置法第 130条の規定に基づき、30万円以下の罰金に科せられる場合が

あります。 
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６ 進行管理 

 

Ｑ23： 今後、区域や誘導施設が変更になることはありますか？ 

Ａ23： 本計画は、2035年までの計画であり、2019年 6月の公表・運用を予定し

ています。また、計画はおおよそ 5年毎に見直しを行います。例えば、田上駅

周辺で開発が進み、人口が増加傾向になることができれば、区域変更もあり徔

ます。 

また、これに伴い、届出の対象も変わることも考えられます。見直しを行った

場合、町の広報誌やホームページ等で変更内容を速やかにお知らせいたします。 

 

７ その他 

 

Ｑ24： 立地適正化計画を公表後、住民生活が急激に変わるものですか？ 

Ａ24： 町民の生活が急激に変化するものではございません。しかしながら、この計画

は、長い時間をかけてゆっくり緩やかに居住誘導区域、都市機能誘導区域に誘

導をし、人口減尐等が原因で今まで通りの生活が低下することのないように定

めるものであります。従いまして、現状の生活サービスの維持ができるように、

町も施策を設け、実施していきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 


